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【 投薬 】 

 

７８２ ロスバスタチンカルシウム錠（高脂血症及び脂質異常症）の算定に

ついて 

 

《令和８年１月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

高脂血症及び脂質異常症に対するロスバスタチンカルシウム錠（クレスト

ール錠等）の算定は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ロスバスタチンカルシウム錠（クレストール錠等）の添付文書の効能・効果

は「高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症」であるが、高脂血

症、脂質異常症は高コレステロール血症を含む。 

以上のことから、高脂血症及び脂質異常症に対するロスバスタチンカルシ

ウム錠（クレストール錠等）の算定は、原則として認められると判断した。 

 

  


